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［要旨］

男性人身取引被害者保護システムの確立にむけて

佐々木　綾子　

　日本の人身取引は、外国人女性被害者を念頭に「女性に対する暴力」という観点から取り組ま
れてきたが、2010年度には少なくとも３名の男性被害者（日本国籍保持者含む）が発見されてい
る。2009年12月に犯罪対策閣僚会議が発表した「人身取引対策行動計画2009」において、男性被
害者等の保護施策に関する検討を行うことが定められているが、2010年度に発見された男性被害
者のなかには、警察に保護されていながら厚生労働省が行う被害者保護の対象とはされず、教会
等の民間団体による支援を受け帰国した者もいた。現行のシステムにおける男性被害者保護上の
問題点は、男性被害に対する認識の欠如とともに、被害者保護を担っている婦人保護事業が男性
にシェルターを提供できない上、入所者以外への支援サービスの提供が想定されていない点にあ
る。
　本稿は、男性人身取引被害者に関する先行研究及び2010年度に男性被害者を保護した国内Ａ県
の事例を参照し、婦人保護、労働者保護、犯罪被害者保護の３つの観点から男性被害者保護の障
壁と見通しを検討した。売春防止法に基づく婦人保護事業とは異なる保護支援枠組みの創設、性
別や国籍に拘わらない労働者保護の徹底、性風俗産業での被害者の主観的な「労働者観」に基づ
く訴えへの経済的補償システムの確立と、男女に拘わらない犯罪被害者保護施策の充実が必要で
ある。


